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概要
2 0 1 6年2月2 6日に、英国は国別報告書（C o u n t r y - b y - C o u n t r y 
Reporting、CbCR）に係る新規則を制定しました。本規則は、2016年1月1日以後
に開始する会計年度から適用されるため、2016年1月1日から2016年3月31日
までの間に開始する会計年度を有する日本企業にとっては、国別報告書の提出期
限が日本よりも前倒しとなる英国税法上の規定が英国で適用されることとなりま
す。EUの国別報告書に関する指令が採択されると、EU加盟国は国内法を指令に沿
って制定又は改正しなければなりませんが、各国の国内法に個別にどのような影響
を与えるかはまだ明確になっておりません。英国に続いて、他のEU加盟国において
も国内法制化が行われていく可能性があり、各国の規則がそれぞれ日本の多国籍
企業にどのように適用されるかを考慮する必要があります。
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背景
OECDの税源浸食と利益移転（BEPS）プログラムは、多国籍企
業の所得、資本、従業員及び納税額に関する場所（国別）の情報
に関して、大企業の税務上の透明性を高めることを主要な目標
としています。今後、こうした情報は当該企業の租税管轄国の
税務当局に報告され、情報交換協定を締結している国の税務
当局との間で当該情報が共有されることになります。

2015年10月に公表された行動13の最終報告書は、こうした
情報開示の枠組みをかなり詳細に説明しており、透明性の原則
と開示の詳細が定められております。これらの規則の導入に関
しては、各国がこの規則を国内税法にどう組み込むかを示しつ
つあり、また、EUが透明性に関する指令の草案を公表しており、
さらに、31カ国が署名した多国間の自動情報交換協定を含め
て、各国間で情報交換協定の締結が進められているのが現状
です。こうした同時的な変革は、報告の時期、要求される情報、
及び分析や報告が重複する可能性などに関して、緊張関係を生
み出しています。

日本は行動13の国別報告書に関する規則を制定してお
り、2016年4月1日以後に開始する会計年度が適用対象とされ
ております。他方、EUと英国の最近の発表によれば、2016年1
月1日以後に開始する会計年度について情報の開示が要求さ
れております。このことは、暦年（12月末）決算や1月末決算、2
月末決算等の2016年1月1日から2016年3月31日までの間
に開始する会計年度を有する日本企業は、これまで想定されて
いた時期よりも早く、英国や他のEU加盟国において国別報告
書の提出義務に直面する可能性があることを意味しています。

英国
2016年2月26日、英国財務省は2016年国別報告規則（以下 
「同規則」）を公布しました。

同規則によれば、英国を税務上の居住地とする多国籍グループ
の最終親会社は、連結グループ売上高が7億5,000万ユーロ以
上の場合、2016年1月1日以後に開始する会計年度について
国別報告書の提出が義務付けられております。

また同規則は、関連する会計期間について以下のいずれかに
該当する場合には、「代理親会社（surrogate parent entity）
が、英国を税務上の居住地としない最終親会社の代わりに国別
報告書を提出することを認めています。

(i) グループの最終親会社が、その税務上の居住地国において
国別報告書の提出を義務付けられていない場合

(ii) 英国と最終親会社の租税管轄国との間で情報交換協定が
存在していない場合

(iiI) 情報交換協定が導入されていても、それが有効に機能して
いない場合

適格グループの最終親会社でない英国法人税の納税者は、代
理親会社による提出もしくは英国と有効な情報交換協定を締
結している国における同等の国別報告書の提出に関して、英国
歳入関税庁に通知できない場合、国別報告書の提出（直接国内
提出）を要求されることがあります。

直接国内提出の場合、英国企業及びその連結対象（となりうる）
子会社に関する情報のみが含まれます。

国別報告書の内容と形式は今後、歳入関税庁長官によって決
定されます。不正確な報告又は報告義務の違反に対しては罰
則が適用されます。同規則は2016年3月18日に発効します。

したがって、暦年決算、1月末決算および2月末決算の日本企業
グループは、それぞれ、2016年12月期決算、2017年1月期決
算、2017年2月期決算について英国税務当局に対して国別報
告書を提出する追加的な義務を課される可能性があることに
なります。この国別報告書には、英国及びその傘下の各国企業
に関する情報のみが含まれます。日本でも国別報告書の提出
義務が課されることとなるそれ以後の期間については、英国で
要求される情報のすべてが日本でも報告されるはずであるた
め、英国で別個に国別報告書を提出する必要はありません。
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結論
英国で事業を行う日本の多国籍企業のすべてが、この新たな
英国の規則を考慮に入れるべきです。3月末決算の日本企業
は、必要な全情報が日本の税務当局に対して報告されている
という理由に基づき、上記規則の適用免除を申請できる可能
性があります。他方、暦年決算、1月末決算及び2月末決算の日
本企業は、それぞれ、2016年12月期決算、2017年1月期決
算、2017年2月期決算については、日本国内よりも早く、英国
で国別報告書を提出する義務に直面する可能性があります。

すでに法律として制定されているこの新法令と、国別報告書に
関するEU指令案との相互関係は今のところ完全には明確では
なく、同指令の最終的な形式に左右されます。EU指令は加盟国
の国内法令に優先することから、日本の企業グループが同指令
に基づき（他のEU加盟国で）報告する限り、英国で別個に報告
する必要はなくなるかもしれません。この2つの規則の主な相
違点は、EU指令は世界全体の情報の報告を要求する可能性が
高いのに対し、英国の国別報告書制度は英国企業とその子会
社に関する情報のみを要求しているということにあります。
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